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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
三
年
一

月
八
日

稲
城
市
大
字
東

長
沼
字
四
号
千

三
百
五
十
番
の

一
部
、
同
番
地

先
並
び
に
千
三

百
八
十
九
番
一
、

同
番
七
、
千
三

百
九
十
一
番
、

千
三
百
九
十
五

番
、
千
三
百
九

十
六
番
、
千
四

百
十
八
番
、
千

四
百
十
九
番
一

及
び
千
四
百
二

十
番
一
の
各
一

部

延
長

一
六
〇
・
八
七

幅
員

六
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
八
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
一
般
国
道
二
十
号
日
野
バ
イ
パ
ス
（
延
伸
）
Ⅱ
期
建
設
事

業
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
（
以
下
「
調
査
計
画

書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
条
例
第
四
十
四
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局

関
東
地
方
整
備
局
長

土
井

弘
次

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心
二
番
地
一

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

一
般
国
道
二
十
号
日
野
バ
イ
パ
ス
（
延
伸
）
Ⅱ
期
建
設
事
業

道
路
の
新
設

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
日
野
市
西
平
山
三
丁
目
を
起
点
と
し
、
八
王
子

市
北
野
町
を
終
点
と
す
る
延
長
約
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間

に
お
い
て
、
往
復
四
車
線
の
道
路
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

四

周
知
地
域
の
範
囲

日
野
市

旭
が
丘
四
丁
目
、
西
平
山
一
丁
目
、
西
平
山
三
丁

目
、
西
平
山
四
丁
目
、
西
平
山
五
丁
目
、
東
平
山

二
丁
目
、
東
平
山
三
丁
目
の
区
域

八
王
子
市

打
越
町
、
北
野
町
、
長
沼
町
の
区
域

五

調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
項
目
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事
業
者
は
、
対
象
事
業
の
内
容
と
対
象
事
業
の
事
業
地
周
辺
の

地
域
概
況
を
考
慮
し
た
結
果
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
水
質

汚
濁
、
土
壌
汚
染
、
地
盤
、
水
循
環
、
生
物
・
生
態
系
、
日
影
、

電
波
障
害
、
景
観
、
史
跡
・
文
化
財
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動

の
場
及
び
廃
棄
物
を
調
査
、
予
測
及
び
評
価
項
目
と
し
て
選
定
し

て
い
る
。

六

調
査
計
画
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
二
月
五
日
ま
で
。
た
だ

し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

日
野
市
環
境
共
生
部
環
境
保
全
課

日
野
市
神
明
一
丁
目
十
二
番
地
の
一

イ

八
王
子
市
環
境
部
環
境
保
全
課

八
王
子
市
元
本
郷
町
三
丁
目
二
十
四
番
一
号

ウ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

エ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称

ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

令
和
三
年
二
月
十
五
日

㈣

提
出
先

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
大
田
区
中
央
七

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の

収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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（第17263号）東 京 都 公 報令和3年1月27日（水曜日）５
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の

収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の

収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17263号）東 京 都 公 報令和3年1月27日（水曜日）７
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の

収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和3年1月27日（水曜日）東 京 都 公 報（第17263号） ８
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の

収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
１
号

東
京
消
防
庁
公
印
規
程
（
昭
和
４６年

４
月
東
京
消
防
庁
告
示
第
４

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
３
年
１
月
２７日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

安
藤

俊
雄

第
８
条
第
１
項
中
「
公
印
引
継
ぎ
書
」
を
「
公
印
引
継
書
」
に
改

め
る
。

第
１２条

及
び
第
１３条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１２条

及
び
第
１３条

削
除

第
１４条

第
１
項
中
「
起
案
文
書
」
の
次
に
「
（
電
子
決
定
方
式
に

よ
り
決
定
済
み
の
起
案
文
書
に
あ
つ
て
は
、
当
該
起
案
文
書
に
係
る

事
案
の
内
容
を
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
記
録
し
た
紙

の
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
２
項
た
だ
し

書
中
「
た
だ
し
」
を
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
」
に
、
「
第
２
４
条
に

定
め
る
起
案
用
紙
（
甲
）
」
を
「
別
記
様
式
第
８
号
に
よ
る
起
案
用

紙
」
に
、
「
経
た
文
書
」
を
「
経
た
起
案
文
書
（
電
子
決
定
方
式
に

よ
り
決
定
を
経
た
場
合
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
中
第
４
項
を

第
５
項
と
し
、
第
３
項
を
第
４
項
と
し
、
第
２
項
の
次
に
次
の
１
項

を
加
え
る
。

３
特
定
の
職
に
つ
い
て
事
務
取
扱
又
は
代
理
の
発
令
が
な
さ
れ
た

場
合
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
文
書
に
押
印
す
る
公
印
は
、
当
該

事
務
取
扱
又
は
代
理
さ
れ
る
職
に
係
る
公
印
と
す
る
。

第
１８条

第
１
項
中
「
又
は
偽
造
等
」
を
「
、
偽
造
等
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
４
号
中
「
公
印
引
継
ぎ
書
」
を
「
公
印
引
継
書
」
に

改
め
る
。

別
記
様
式
第
６
号
中

「

使
用

月
日

使
用

枚
数

残
数

備
考

保
管

責
任

者
確

認
印

を」

「

使
用

月
日

使
用

枚
数

残
数

備
考

に」

改
め
る
。

別
図
中

「

」 を

「

」 に

改
め
る
。附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

伊
勢
丹
新
宿
本
店

二

店
舗
所
在
地

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
十
四
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
三
越
伊
勢
丹
ほ
か
三
名

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
十
四
番
一
号
ほ
か

五

変
更
前
の
開
店
時
刻

午
前
十
時

六

変
更
後
の
開
店
時
刻

午
前
十
時
。
た
だ
し
、
年
間
百
五
十
日

に
限
り
午
前
九
時

七

変
更
前
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
年
間
百
五
十
日
に

限
り
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時

三
十
分
ま
で

八

変
更
後
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
年
間
百
五
十
日
に

限
り
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時

三
十
分
ま
で

九

変
更
日

令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日

十

届
出
日

令
和
二
年
十
二
月
二
十
四
日

十
一

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
二

縦
覧
期
間

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
五

月
二
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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